
令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日

各 部 長

首 席 監 察 官 殿

各 所 属 長

警 察 本 部 長

国有物品の管理に関する取扱いについて（通達）

国有物品の管理については、三重県警察国有物品管理規則（昭和40年三重県公安委

員会規則第２号。以下「規則」という ）の規定によるほか、下記のとおり運用する。

ので誤りのないようにされたい。

なお 「三重県警察国有物品管理規則に基づく物品出納員等が不在の場合の代決に、

ついて（一般通達 （令和元年７月11日付け会発第397号）は、廃止する。）」

記

１ 物品出納員等が不在の場合の代決

物品出納員及び物品供用員が欠けたとき又は出張、休暇、欠勤により２週間以上

引き続いてその職務を行うことができないときは、物品出納員代理及び物品供用員

（ ） 、代理がその職務を行うこととされている 規則第３条第４項及び第４条第４項 が

その期間が２週間未満である場合は、次のとおり代決により処理すること。

物品出納員の代決(１)

ア 代決者

警務部会計課次長の職にある者

イ 事務の範囲

警察本部長の管理する物品の出納、保管及び現況に関する事務

物品供用員の代決(２)

ア 代決者

所属の次長、副隊長、副所長若しくは副校長又は副署長の職にある者

イ 事務の範囲

各所属に属する物品の供用に関する事務

２ 物品供用員の代理者の指定

規則第４条第４項に規定する物品供用員がその職務を行うことができないとき

は、様式第１の報告書により、警務部会計課長（以下「会計課長」という ）に報。

告すること。

３ 物品の取得のための措置の請求
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所属長が物品取得のための請求をする場合は、様式第２の物品取得書により、会

計課長を経て請求すること。

４ 役務等の要求

所属長が役務等の要求をする場合は、様式第３の役務等要求書により、会計課長

を経て要求すること。

５ その他

本通達に定めるもののほか、国有物品の管理に関する細目的事項については、会

計課長が別に定める。



様式第１

警務部会計課長 殿

（所属）

物品供用員の不在報告書

○不在期間

○物品供用員代理の階級（身分 ・氏名）



別添２

　 号

部

課

する。

重 要 物 品
（ 備 品 ）
（ 消 耗 品 ）

（記載者名）    　 　　年　 　月 　　日

物 品 取 得 書

分　　類　　Ⅰ

次のとおり取得（供用）を

分　　類　　Ⅱ

品 目

令 和 年 月 日

所 属 長 次　長　等 課長補佐 係　長

契 約 等 担 当 職 員
物 品 管 理 官

会 計 課 長 次　　長

第

係　長 主任・係

細 分 類

命令

課長補佐

主任・係

通知

契約年月日

単位

  摘　要

数量規 格
供 用 目 的
及び取得原因

取 得 時 期
及 び 場 所

請求

契 約 者 名

警察装備用品
（ 庁 用 品 ）

警 察 庁

契約金額

物 品 管 理 簿 記 録 済 物 品 供 用 簿 記 録 済

    　　年　 　月 　　日



別添３

所 属 長 次 長

　　　　次のとおり を

支出負担行為
担 当 官

会計課長

　摘　　　要

契 約 者 名

契 約 年 月 日

令 和 年 月 日

支 出 科 目

件 名 内 容 等

警　 　察　　 庁

係

数 量

組 織

主 任次 長 課長補佐 係 長

時期及び場所

課長補佐

号

係 長

備 考

警 察 装 備 費
（ 庁 費 ）
（ 校 費 ）

項

警察活動基盤整備費
（警察庁共通費）

（確認者名）

契約金額

部　　

課　　

役  務  等  要  求  書

検 査 確 認 年 月 日 　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

第

要求 する。

主 任 ・ 係


